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医
療
福
祉
制
度（
マ
ル
福
）と
は
、
乳
幼

児
、
母
子
・
父
子
家
庭
、
重
度
心
身
障
害

者
、
妊
産
婦
の
方
々
が
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
健
康
保
険
の
自
己
負
担

部
分
を
市
と
県
が
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　

今
年
の　

月
か
ら
県
の
制
度
改
正
に
伴

１１

い
、
マ
ル
福
制
度
の
内
容
が
変
わ
り
ま

す
。
主
な
変
更
点
は
、
該
当
範
囲
が
広
が

る
こ
と
と
新
た
な
自
己
負
担
の
導
入
に
な

り
ま
す
。

　

該
当
範
囲
に
つ
い
て
は
、
幼
児
の
範
囲

が
現
在
の
３
歳
未
満
か
ら
小
学
校
就
学
前

に
拡
大
さ
れ
ま
す
が
、
常
陸
大
宮
市
で
は

す
で
に
今
年
の
４
月
か
ら
県
の
補
助
を
受

け
な
い
市
単
独
の
制
度
と
し
て
県
に
先
行

し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
ル
福
制
度
全
体
の
安
定
し
た

運
営
の
た
め
に
は
、
負
担
可
能
と
思
わ
れ

る
程
度
の
自
己
負
担
が
必
要
と
の
趣
旨
に

基
づ
い
て
、
新
た
な
自
己
負
担
額
が
導
入

さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

新
し
い
制
度
に
お
け
る
自
己
負
担
の
内

容
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

常
陸
大
宮
市
で
は
、
少
子
化
対
策
の
充

実
の
た
め
に
市
単
独
制
度
と
し
て
、
乳
幼

児
・
妊
産
婦
の
外
来
自
己
負
担
額
を
受
給

者
の
皆
さ
ん
に
返
還
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
の
方
法
と
し
て
は
、
医
療
機
関
で
一

度
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
の

後
、
市
役
所
で
医
療
機
関
か
ら
届
く
マ
ル

福
請
求
書
を
集
計
し
受
給
者
が
指
定
し
て

い
る
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

　

な
お
、
新
た
に
乳
幼
児
に
該
当
に
な
る

方
（
３
歳
以
上
小
学
校
就
学
前
の
児
童
）

に
は　

月
下
旬
に
医
療
保
険
課
か
ら
手
続

１０

の
お
知
ら
せ
を
し
ま
す
。

　

ま
た
、
市
単
独
事
業
と
し
て
御
前
山
地

域
を
限
定
し
て
実
施
し
て
い
る
老
人
医
療

費
支
給
制
度
は
、
平
成　

年
３
月
診
療
分

１８

を
も
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

乳
幼
児
、
妊
産
婦
に
は

外
来
自
己
負
担
が

返
還
さ
れ
ま
す

変
更
点
は
マ
ル
福
の
範
囲

と
自
己
負
担
額
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マ
ル
福
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す

マ
ル
福
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す

マ
ル
福
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す

〔
平
成　

年　

月
１
日
実
施
〕

１７

１１

自 己 負 担該 当 の 要 件区　　分

◇外来自己負担（額改定）
　医療機関ごとに１日６００円、月２回限度（従来は１日５００円）
◇入院自己負担（新設）
　医療機関ごとに１日３００円、月３，０００円限度
◇入院時食事療養費（新設）　

出生の日から小学校就学前の児童乳 幼 児

妊産婦の方妊 産 婦

１８歳未満の児童または２０歳未満の障害児
及び高校在学者を監護する母親または父
親とその子

母子・父子家庭

◇入院時食事療養費（新設）
　上の表と同額。
　ただし、平成１９年３月診療までは半額となります。
※外来、入院自己負担はありません。

身体障害者手帳１級・２級・３級（内部
疾患のみ）、療育手帳Ａ以上もしくは障
害者基礎年金１級を受けている方

重度心身障害者

７８０円／日一般の方

６５０円／日入院９０日未満

非課税世帯 ５００円／日入院９０日超

３００円／日７０歳以上低所得Ⅰ

「お問い合わせ・変更届 
・マル福請求書の発
行」は市役所本庁医療
保険課または各総合支
所市民課まで
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